
2月 11日・建国記念の日

（如月） FEBRUARY

豪雪地では積もった雪の重みで家がつぶされる恐れもあること
から、屋根の雪下ろしは冬の作業として欠かすことができません。
この雪下ろしを業者に依頼した場合、雪下ろし費用は、雪による
被害の発生を防止するためのやむを得ない支出として、雑損控除
の対象となります。
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2月の税務と労務

雑損控除になる雪下ろし費用

国　税／平成21年分所得税の確定

申告 2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前で

も受け付けられます）

国　税／贈与税の申告

2月1日～3月15日

国　税／1月分源泉所得税の納付

2月10日

国　税／12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 3月1日

国　税／6月決算法人の中間申告

3月1日

国　税／3月、6月、9月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 3月1日

国　税／決算期の定めのない人格

なき社団等の法人税の申

告及び納付 3月1日

地方税／固定資産税の第 4期分の

納付

市町村の条例で定める日
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本
年
も
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時

期
と
な
り
ま
し
た
。
還
付
申
告
に
つ

い
て
は
既
に
一
月
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
納
付
額
の
あ
る
人
に
つ
い

て
は
、
二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
五

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

以
下
、
平
成
二
十
一
年
分
確
定
申

告
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
確
定
申
告
の
対
象
者

①

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
お
り

納
税
額
が
あ
る

②

不
動
産
収
入
が
あ
り
納
税
額

が
あ
る

③

給
与
が
年
間
二
千
万
円
を
超

え
る

④

二
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も

ら
っ
て
い
る

⑤

同
族
会
社
の
役
員
等
で
、
そ

の
会
社
に
不
動
産
や
事
業
資
金

を
貸
し
付
け
、
使
用
料
・
利
息

を
受
け
取
っ
て
い
る

⑥

平
成
二
十
一
年
中
に
土
地
等

の
譲
渡
が
あ
っ
た

⑦

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の

所
得
金
額
が
二
〇
万
円
を
超
え
る

雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付

金
控
除
、
配
当
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
等
を
受
け
る
人

２
平
成
二
十
一
年
分
申
告
の

留
意
点

主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

a

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

住
宅
の
取
得
等
を
し
て
平
成
二

十
一
年
か
ら
二
十
五
年
ま
で
の
間

に
居
住
し
た
場
合
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
控
除

期
間
、
住
宅
借
入
金
な
ど
の
年
末

残
高
の
限
度
額
と
控
除
率
、
長
期

優
良
住
宅
を
取
得
し
居
住
し
た
場

合
の
控
除
期
間
、
住
宅
借
入
金
な

ど
の
年
末
残
高
の
限
度
額
と
控
除

率
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

s

自
己
資
金
に
よ
る
長
期
優
良
住

宅
の
新
築
等
の
特
別
控
除
の
創
設

自
己
資
金
で
長
期
優
良
住
宅
の

新
築
ま
た
は
取
得
を
し
、
平
成
二

十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に

居
住
し
た
場
合
、
標
準
的
な
性
能

強
化
費
用
相
当
額
（
一
、
〇
〇
〇

万
円
限
度
）
の
一
〇
％
に
相
当
す

る
金
額
が
、
そ
の
年
分
の
所
得
税

額
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

d

既
存
住
宅
に
自
己
資
金
で
特
定

の
改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
所
得

税
額
の
特
別
控
除
の
創
設

①

自
己
資
金
で
、
一
定
の
省
エ
ネ

改
修
工
事
や
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
工

事
費
用
の
一
〇
％
（
最
高
二
〇
万

円
）
に
相
当
す
る
金
額
が
そ
の
年

分
の
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。こ

の
改
正
は
、
平
成
二
十
一
年

四
月
一
日
か
ら
二
十
二
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
居
住
し
た

場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

②

既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
を
し
た

場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に

つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
耐
震

診
断
の
み
を
補
助
し
て
い
る
場
合

も
含
め
る
ほ
か
、
補
助
金
額
の
下

限
要
件
を
撤
廃
し
、
適
用
対
象
区

域
を
拡
大
す
る
な
ど
の
措
置
を
講

じ
た
う
え
、
適
用
期
限
が
五
年
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
一
年

一
月
一
日
以
後
の
耐
震
改
修
に
適

用
さ
れ
ま
す
。

2月号 2

確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
（
主
な
例
）

所
得
税
の
還
付
が

受
け
ら
れ
る
人
（
主
な
例
）
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貸倒れ－売掛債権の特例

法人の金銭債権について、貸倒損失と
して処理できるのは、大きく分けて、1.
法律上の貸倒れ、2.会計認識上（事実上）
の貸倒れ、3.売掛債権の特例、の３つの
場合です。
このうち、売掛債権の特例とは、売掛

債権（売掛金、未収請負金その他これら
に準ずる債権をいい、貸付金や固定資産
の譲渡による未収金その他これに準ずる
債権は含まれない）について、次の事実
が発生した場合には、備忘価額を差し引
いた残額を貸倒れとして損金経理するこ
とを認めるものです。
① 債務者との継続的な取引停止または
最終弁済とのいずれか遅い時から一年
以上経過した場合。ただし、その売掛
債権について担保がある場合は除かれ
ます。
② 同一地域の債務者について、売掛債
権総額が取立費用に満たない場合で、
支払を督促しても弁済がない場合。

2月号 4

個
人
事
業
税
は
、
個
人
が
営
ん
で

い
る
事
業
の
う
ち
、
地
方
税
法
で
定

め
ら
れ
た
事
業
（
法
定
事
業
）
に
対

し
て
課
税
さ
れ
る
都
道
府
県
税
（
地

方
税
）
で
す
。

個
人
事
業
税
は
、
事
務
所
・
事
業

所
（
事
務
所
等
を
設
け
な
い
で
事
業

を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
住
所
・

居
所
の
う
ち
そ
の
事
業
と
最
も
関
係

の
深
い
場
所
）
の
所
在
地
の
都
道
府

県
が
課
税
し
ま
す
。

法
人
事
業
税
と
異
な
り
、
事
業
を

営
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
事
業
が
法
定
事
業
に
該
当
し
な
い

場
合
に
は
、
個
人
事
業
税
は
課
税
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

事
業
税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
る
法

定
事
業
は
、
第
一
種
事
業
（
物
品
販

売
業
、
飲
食
店
業
な
ど
の
三
七
業

種
）、
第
二
種
事
業
（
畜
産
業
な
ど

の
三
業
種
）、
第
三
種
事
業
（
医
業
、

税
理
士
業
な
ど
の
三
〇
業
種
）
の
七

〇
業
種
で
す
。

創業記念品等

当社では、このたび創業30周年
を迎えるため、全社員に対して、
記念品または商品券を支給する

予定ですが、税務上の問題はあるでしょう
か。

会社が創業記念品等を支給す
る場合の経済的利益については、
｢役員または使用人に対し創業記

念、増資記念、工事完成記念または合併記
念等に際し、その記念として支給する記念
品（現物に代えて支給する金銭は含まな
い。）で、次のいずれにも該当するものに
ついては、課税しなくて差し支えない｣と
されています。
① その支給する記念品が社会通念上記念
品としてふさわしいものであり、かつ、
そのものの処分見込額が１万円以下のも
のであること

② 創業○周年記念のように一定期間ごと
に到来するものについては、創業後おお
むね5年以上の期間ごとであること
したがって、「○○株式会社創業30周年

記念」のように社名等を入れるなどして、
記念品であることを明確にするとよいでし
ょう。
なお、その記念品の処分見込額が1万円

以下であるかどうかの判定に当たっては、
消費税抜きの金額を用いることとされてい
ます。
この「課税しなくて差し支えない」とす

る取扱いは、あくまでも創業記念品等に対
するものですから、記念品に代えて現金を
支給する場合には、金額の多寡に関わらず、
所得税の課税対象となります。商品券につ
いても、現金と同様に課税対象となると考
えられます。
なお、経済的利益が、所得税の課税対象

となる場合には、当然、源泉徴収も必要と
なります。

個
人
事
業
税




